
１　個別事項

（名称） （所在地）

登米市長 熊谷　盛廣 宮城県登米市迫町佐沼字中江２丁目６番地１

（氏名又は名称） （住所又は所在地）

ハ

ハ

ハ

ハ

ハ

ハ

ハ

ハ

1.885.9774

及川　豊彦

小野寺　寛一

  　 〃

及川　啓友

佐藤　久雄

及川　剛志

　   〃

須藤　養次

　 〃0.33 〃 59 公告の日から 2034/3/31 〃

藤原　和夫

〃 〃 頼光寺

8 東和町米川字馬ノ足 73-1 0.3239 79 22-6 〃

〃 0.43 〃 60 公告の日から 2034/3/317 東和町米川字馬ノ足 76-1 0.6893 79 22-5

〃 〃

59 公告の日から 2034/3/31 〃 〃 　　 〃

　　 〃

6 東和町米川字馬ノ足 72-1 0.9952 79 22-2 〃 0.62 〃

0.33 〃 48 公告の日から 2034/3/31 〃5 東和町米川字馬ノ足 71-1 3.8276 79 21 〃

1-6 〃

52 公告の日から 2034/3/31 〃 　　 〃

4 東和町米川字馬ノ足 32-5 0.0501 79 2034/3/31 〃 佐藤　久雄0.06 〃 61 公告の日から

　　 〃

3 東和町米川字馬ノ足 33-4 0.0139 79 1-5 〃 0.02 〃

〃 0.06 〃 50 公告の日から 2034/3/31

・乙は存続期間中に間
伐を1回以上実施する
事により林内環境整備
を図るものとする。
なお、施業の実施にあ
たっては渓畔や沢筋
における不必要な伐
採は控え、生物多様
性に配慮するものとす
る。

・経営管理権に基づき乙が実施する
間伐の結果生じた木材の販売の収
益は乙のものとする。
・乙が経営管理を行うために要した
経費は乙が負担するものとする。た
だし、森林保険を付保する場合にお
ける保険料は除くものとする。

・乙から甲に対し
て金銭の支払い
は行わない。

佐藤　訓二

2 東和町米川字馬ノ足 32-4 0.0543 79 1-2

山林 0.03 ス  ギ 56 公告の日から 2034/3/311 東和町米川字馬ノ足 33-1 0.0231 79 1-1

管理の内容（Ｃ） るべき金額（Ｄ）の額の算定方法 び方法

現況 現況 の開始 （終期） いて行われる経営 がある場合において甲に支払われ

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ）

備考

経営管理権 木材の販売による収益から伐採等 乙が甲にＤを

見込 経営管理権 の存続期間 経営管理権に基づ に要する経費を控除してなお利益 支払うべき時

番号 所　　　　　　在 地番 面積 林小班 地目 面積 期、相手方及

ha ha 樹種 林齢 （Ｂ）

経　営　管　理　権　集　積　計　画

 経営管理権の設定を受ける市町村

整　　理 R5馬の足
第1号

 （乙）

番　　号  経営管理権を設定する森林の森林

 所有者（甲）

1/2



ハ

ハ

ハ

ハ

ハ

ハ

ハ

ハ

この計画に同意する

　　権利の設定を受ける市町村　（乙） 住　　　　　所　（同上） 登米市長　　熊谷　盛廣

　　権利を設定する森林の森林所有者　（甲） 住　　　　　所　（同上）

（記載注意） ( １ )

( ２ )

( ３ )

( ４ )

( ５ )

　載すること。

（Ａ）欄の「現況樹種」及び「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は（　）書きで下段に２段書きにすること。

（Ｂ）欄は、「〇年」又は「○○年○○月○○日まで」と記載すること。

この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合は、別葉とすること。

共有者不明又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が変更となった場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者

　 の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

（Ａ）欄の「面積」は林地台帳に記載された地番ごとの面積を記載することとし、林地台帳に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、実測面積を（　）書きで下段に２段書きにする。なお、当該経

　営管理権集積計画の対象森林の場所を示す図面を添付することとし、１筆の一部について経営管理権が設定される場合には当該部分を特定することのできる図面を添付するとともに、備考欄にその旨を記

1.885.9774

〃 598 東和町米川字馬ノ足 73-1 0.3239 79 22-6 〃 0.33

〃 0.43 〃 607 東和町米川字馬ノ足 76-1 0.6893 79 22-5

〃 596 東和町米川字馬ノ足 72-1 0.9952 79 22-2 〃 0.62

〃 0.33 〃 485 東和町米川字馬ノ足 71-1 3.8276 79 21

〃 614 東和町米川字馬ノ足 32-5 0.0501 79 1-6 〃 0.06

〃 0.02 〃 523 東和町米川字馬ノ足 33-4 0.0139 79 1-5

〃 502 東和町米川字馬ノ足 32-4 0.0543 79 1-2 〃 0.06

山林 0.03 ス  ギ 561 東和町米川字馬ノ足 33-1 0.0231 79 1-1

備考

ha ha 樹種 林齢

見込面積 現況 現況
住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類番号 所　　　　　　在 地番

面積
林小班 地目

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ） 経営管理を設定する森林の甲以外の権原者（Ｅ）
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１　個別事項

（名称） （所在地）

登米市長 熊谷　盛廣 宮城県登米市迫町佐沼字中江２丁目６番地１

（氏名又は名称） （住所又は所在地）

ハ

ハ

ハ

ハ

ハ

ロ

ロ

0.591.1556

及川　豊彦

小野寺　寛一

  　 〃

及川　啓友

佐藤　久雄

及川　剛志

　   〃

須藤　養次

90 31

　 〃

藤原　和夫

33 公告の日から 2034/3/31 〃

〃 〃 頼光寺山林 0.06 スギ 60 公告の日から 2034/3/317 東和町米川字馬ノ足 118 0.3555

佐藤　久雄

5 東和町米川字馬ノ足 79 27-1 山林

93 公告の日から 2034/3/31 〃 〃 　　 〃

　　 〃

6 東和町米川字馬ノ足 116 0.3595 90 27 山林 0.07 スギ

0.24

0.07 スギ 62 公告の日から 2034/3/31 〃

39 公告の日から 2034/3/31 〃4 東和町米川字馬ノ足
85-1 0.3162

79 27 山林 0.08 スギ

スギ

62 公告の日から 2034/3/31 　　 〃

3 東和町米川字馬ノ足 79 13 山林

・乙は存続期間中に間
伐を1回以上実施する
事により林内環境整備
を図るものとする。
なお、施業の実施にあ
たっては渓畔や沢筋
における不必要な伐
採は控え、生物多様
性に配慮するものとす
る。

・経営管理権に基づき乙が実施する
間伐の結果生じた木材の販売の収
益は乙のものとする。
・乙が経営管理を行うために要した
経費は乙が負担するものとする。た
だし、森林保険を付保する場合にお
ける保険料は除くものとする。

・乙から甲に対し
て金銭の支払い
は行わない。

佐藤　訓二

2 東和町米川字馬ノ足 79 12 山林 0.03

山林 0.04 スギ 47

　　 〃

公告の日から 2034/3/311 東和町米川字馬ノ足

61-3 0.1244

79 7-1

期、相手方及

ha ha 樹種 林齢 （Ｂ） 管理の内容（Ｃ） るべき金額（Ｄ）の額の算定方法 び方法

現況 現況 の開始 （終期） いて行われる経営 がある場合において甲に支払われ

スギ

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ）

備考

経営管理権 木材の販売による収益から伐採等 乙が甲にＤを

見込 経営管理権 の存続期間 経営管理権に基づ に要する経費を控除してなお利益 支払うべき時

番号 所　　　　　　在 地番 面積 林小班 地目 面積

経　営　管　理　権　集　積　計　画

 経営管理権の設定を受ける市町村

整　　理 R5馬の足
第2号

 （乙）

番　　号  経営管理権を設定する森林の森林

 所有者（甲）
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ハ

ハ

ハ

ハ

ハ

ロ

ロ

この計画に同意する

　　権利の設定を受ける市町村　（乙） 住　　　　　所　（同上） 登米市長　　熊谷　盛廣

　　権利を設定する森林の森林所有者　（甲） 住　　　　　所　（同上）

（記載注意） ( １ )

( ２ )

( ３ )

( ４ )

( ５ )

　営管理権集積計画の対象森林の場所を示す図面を添付することとし、１筆の一部について経営管理権が設定される場合には当該部分を特定することのできる図面を添付するとともに、備考欄にその旨を記

　載すること。

（Ａ）欄の「現況樹種」及び「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は（　）書きで下段に２段書きにすること。

（Ｂ）欄は、「〇年」又は「○○年○○月○○日まで」と記載すること。

この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合は、別葉とすること。

共有者不明又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が変更となった場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者

　 の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

（Ａ）欄の「面積」は林地台帳に記載された地番ごとの面積を記載することとし、林地台帳に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、実測面積を（　）書きで下段に２段書きにする。なお、当該経

0.591.1556

スギ 60 〃 〃 〃

〃

7 東和町米川字馬ノ足 118 0.3555 90 31 山林 0.06

山林 0.07 スギ 93 〃 〃

〃 〃 〃

6 東和町米川字馬ノ足 116 0.3595 90 27

〃

〃

5 東和町米川字馬ノ足 79 27-1 山林 0.24 スギ 33

山林 0.08 スギ 39 〃 〃4 東和町米川字馬ノ足
85-1 0.3162

79 27

3 東和町米川字馬ノ足 79 13 山林 0.07

土地の所有権

2 東和町米川字馬ノ足 79 12 山林 0.03 スギ 62

山林 0.04 スギ 47 宮城県登米市東和町米川字大綱木51 須藤　節雄1 東和町米川字馬ノ足

61-3 0.1244

79 7-1

備考

ha ha 樹種 林齢

見込面積 現況 現況
住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類

スギ 62 〃 〃 〃

〃 〃

番号 所　　　　　　在 地番
面積

林小班 地目

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ） 経営管理を設定する森林の甲以外の権原者（Ｅ）

2/2





１　個別事項

（名称） （所在地）

登米市長 熊谷　盛廣 宮城県登米市迫町佐沼字中江２丁目６番地１

（氏名又は名称） （住所又は所在地）

ハ

0.221.9520

及川　豊彦

小野寺　寛一

  　 〃

及川　啓友

佐藤　久雄

及川　剛志

　   〃

須藤　養次

　 〃

藤原　和夫

頼光寺

　　 〃

　　 〃

　　 〃

佐藤　久雄

　　 〃

・乙は存続期間中に間
伐を1回以上実施する
事により林内環境整備
を図るものとする。
なお、施業の実施にあ
たっては渓畔や沢筋
における不必要な伐
採は控え、生物多様
性に配慮するものとす
る。

・経営管理権に基づき乙が実施する
間伐の結果生じた木材の販売の収
益は乙のものとする。
・乙が経営管理を行うために要した
経費は乙が負担するものとする。た
だし、森林保険を付保する場合にお
ける保険料は除くものとする。

・乙から甲に対し
て金銭の支払い
は行わない。

佐藤　訓二山林 0.22 スギ 72 公告の日から 2034/3/311 東和町米川字馬ノ足 63-1 1.9520 79 20

管理の内容（Ｃ） るべき金額（Ｄ）の額の算定方法 び方法

現況 現況 の開始 （終期） いて行われる経営 がある場合において甲に支払われ

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ）

備考

経営管理権 木材の販売による収益から伐採等 乙が甲にＤを

見込 経営管理権 の存続期間 経営管理権に基づ に要する経費を控除してなお利益 支払うべき時

番号 所　　　　　　在 地番 面積 林小班 地目 面積 期、相手方及

ha ha 樹種 林齢 （Ｂ）

経　営　管　理　権　集　積　計　画

 経営管理権の設定を受ける市町村

整　　理 R5馬の足
第3号

 （乙）

番　　号  経営管理権を設定する森林の森林

 所有者（甲）

1/2



ハ

この計画に同意する

　　権利の設定を受ける市町村　（乙） 住　　　　　所　（同上） 登米市長　　熊谷　盛廣

　　権利を設定する森林の森林所有者　（甲） 住　　　　　所　（同上）

（記載注意） ( １ )

( ２ )

( ３ )

( ４ )

( ５ )

　載すること。

（Ａ）欄の「現況樹種」及び「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は（　）書きで下段に２段書きにすること。

（Ｂ）欄は、「〇年」又は「○○年○○月○○日まで」と記載すること。

この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合は、別葉とすること。

共有者不明又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が変更となった場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者

　 の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

（Ａ）欄の「面積」は林地台帳に記載された地番ごとの面積を記載することとし、林地台帳に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、実測面積を（　）書きで下段に２段書きにする。なお、当該経

　営管理権集積計画の対象森林の場所を示す図面を添付することとし、１筆の一部について経営管理権が設定される場合には当該部分を特定することのできる図面を添付するとともに、備考欄にその旨を記

0.221.9520

山林 0.22 スギ 721 東和町米川字馬ノ足 63-1 1.9520 79 20

備考

ha ha 樹種 林齢

見込面積 現況 現況
住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類番号 所　　　　　　在 地番

面積
林小班 地目

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ） 経営管理を設定する森林の甲以外の権原者（Ｅ）

2/2





１　個別事項

（名称） （所在地）

登米市長 熊谷　盛廣 宮城県登米市迫町佐沼字中江２丁目６番地１

（氏名又は名称） （住所又は所在地）

ハ

0.120.6711

及川　豊彦

小野寺　寛一

  　 〃

及川　啓友

佐藤　久雄

及川　剛志

　   〃

須藤　養次

　 〃

藤原　和夫

頼光寺

　　 〃

　　 〃

　　 〃

佐藤　久雄

　　 〃

・乙は存続期間中に間
伐を1回以上実施する
事により林内環境整備
を図るものとする。
なお、施業の実施にあ
たっては渓畔や沢筋
における不必要な伐
採は控え、生物多様
性に配慮するものとす
る。

・経営管理権に基づき乙が実施する
間伐の結果生じた木材の販売の収
益は乙のものとする。
・乙が経営管理を行うために要した
経費は乙が負担するものとする。た
だし、森林保険を付保する場合にお
ける保険料は除くものとする。

・乙から甲に対し
て金銭の支払い
は行わない。

佐藤　訓二山林 0.12 スギ 66 公告の日から 2034/3/311 東和町米川字馬ノ足 77-1 0.6711 79 23

管理の内容（Ｃ） るべき金額（Ｄ）の額の算定方法 び方法

現況 現況 の開始 （終期） いて行われる経営 がある場合において甲に支払われ

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ）

備考

経営管理権 木材の販売による収益から伐採等 乙が甲にＤを

見込 経営管理権 の存続期間 経営管理権に基づ に要する経費を控除してなお利益 支払うべき時

番号 所　　　　　　在 地番 面積 林小班 地目 面積 期、相手方及

ha ha 樹種 林齢 （Ｂ）

経　営　管　理　権　集　積　計　画

 経営管理権の設定を受ける市町村

整　　理 R5馬の足
第4号

 （乙）

番　　号  経営管理権を設定する森林の森林

 所有者（甲）

1/2



ハ

この計画に同意する

　　権利の設定を受ける市町村　（乙） 住　　　　　所　（同上） 登米市長　　熊谷　盛廣

　　権利を設定する森林の森林所有者　（甲） 住　　　　　所　（同上）

（記載注意） ( １ )

( ２ )

( ３ )

( ４ )

( ５ )

　載すること。

（Ａ）欄の「現況樹種」及び「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は（　）書きで下段に２段書きにすること。

（Ｂ）欄は、「〇年」又は「○○年○○月○○日まで」と記載すること。

この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合は、別葉とすること。

共有者不明又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が変更となった場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者

　 の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

（Ａ）欄の「面積」は林地台帳に記載された地番ごとの面積を記載することとし、林地台帳に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、実測面積を（　）書きで下段に２段書きにする。なお、当該経

　営管理権集積計画の対象森林の場所を示す図面を添付することとし、１筆の一部について経営管理権が設定される場合には当該部分を特定することのできる図面を添付するとともに、備考欄にその旨を記

0.120.6711

山林 0.12 スギ 661 東和町米川字馬ノ足 77-1 0.6711 79 23

備考

ha ha 樹種 林齢

見込面積 現況 現況
住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類番号 所　　　　　　在 地番

面積
林小班 地目

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ） 経営管理を設定する森林の甲以外の権原者（Ｅ）

2/2





１　個別事項

（名称） （所在地）

登米市長 熊谷　盛廣 宮城県登米市迫町佐沼字中江２丁目６番地１

（氏名又は名称） （住所又は所在地）

ハ

0.100.0964

及川　豊彦

小野寺　寛一

  　 〃

及川　啓友

佐藤　久雄

及川　剛志

　   〃

須藤　養次

　 〃

藤原　和夫

頼光寺

　　 〃

　　 〃

　　 〃

佐藤　久雄

　　 〃

・乙は存続期間中に間
伐を1回以上実施する
事により林内環境整備
を図るものとする。
なお、施業の実施にあ
たっては渓畔や沢筋
における不必要な伐
採は控え、生物多様
性に配慮するものとす
る。

・経営管理権に基づき乙が実施する
間伐の結果生じた木材の販売の収
益は乙のものとする。
・乙が経営管理を行うために要した
経費は乙が負担するものとする。た
だし、森林保険を付保する場合にお
ける保険料は除くものとする。

・乙から甲に対し
て金銭の支払い
は行わない。

佐藤　訓二山林 0.10 スギ 50 公告の日から 2034/3/311 東和町米川字馬ノ足 87-3 0.0964 79 29

管理の内容（Ｃ） るべき金額（Ｄ）の額の算定方法 び方法

現況 現況 の開始 （終期） いて行われる経営 がある場合において甲に支払われ

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ）

備考

経営管理権 木材の販売による収益から伐採等 乙が甲にＤを

見込 経営管理権 の存続期間 経営管理権に基づ に要する経費を控除してなお利益 支払うべき時

番号 所　　　　　　在 地番 面積 林小班 地目 面積 期、相手方及

ha ha 樹種 林齢 （Ｂ）

経　営　管　理　権　集　積　計　画

 経営管理権の設定を受ける市町村

整　　理 R5馬の足
第5号

 （乙）

番　　号  経営管理権を設定する森林の森林

 所有者（甲）

1/2



ハ

この計画に同意する

　　権利の設定を受ける市町村　（乙） 住　　　　　所　（同上） 登米市長　　熊谷　盛廣

　　権利を設定する森林の森林所有者　（甲） 住　　　　　所　（同上）

（記載注意） ( １ )

( ２ )

( ３ )

( ４ )

( ５ )

　載すること。

（Ａ）欄の「現況樹種」及び「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は（　）書きで下段に２段書きにすること。

（Ｂ）欄は、「〇年」又は「○○年○○月○○日まで」と記載すること。

この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合は、別葉とすること。

共有者不明又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が変更となった場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者

　 の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

（Ａ）欄の「面積」は林地台帳に記載された地番ごとの面積を記載することとし、林地台帳に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、実測面積を（　）書きで下段に２段書きにする。なお、当該経

　営管理権集積計画の対象森林の場所を示す図面を添付することとし、１筆の一部について経営管理権が設定される場合には当該部分を特定することのできる図面を添付するとともに、備考欄にその旨を記

0.100.0964

山林 0.10 スギ 501 東和町米川字馬ノ足 87-3 0.0964 79 29

備考

ha ha 樹種 林齢

見込面積 現況 現況
住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類番号 所　　　　　　在 地番

面積
林小班 地目

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ） 経営管理を設定する森林の甲以外の権原者（Ｅ）

2/2





１　個別事項

（名称） （所在地）

登米市長 熊谷　盛廣 宮城県登米市迫町佐沼字中江２丁目６番地１

（氏名又は名称） （住所又は所在地）

ロ

ロ

0.703.2278

小野寺　寛一

及川　啓友

及川　豊彦

及川　剛志

  　 〃

須藤　養次

佐藤　久雄

藤原　和夫

　   〃

頼光寺

　 〃

　　 〃

　　 〃

　　 〃

佐藤　久雄

43 公告の日から 2034/3/31 　　 〃

・乙は存続期間中に間
伐を1回以上実施する
事により林内環境整備
を図るものとする。
なお、施業の実施にあ
たっては渓畔や沢筋
における不必要な伐
採は控え、生物多様
性に配慮するものとす
る。

・経営管理権に基づき乙が実施する
間伐の結果生じた木材の販売の収
益は乙のものとする。
・乙が経営管理を行うために要した
経費は乙が負担するものとする。た
だし、森林保険を付保する場合にお
ける保険料は除くものとする。

・乙から甲に対し
て金銭の支払い
は行わない。

佐藤　訓二

2 東和町米川字馬ノ足 90 24-1 〃 0.32

山林 0.38 スギ 50 公告の日から 2034/3/311 東和町米川字馬ノ足
99 3.2278

90 8-2

〃

管理の内容（Ｃ） るべき金額（Ｄ）の額の算定方法 び方法

現況 現況 の開始 （終期） いて行われる経営 がある場合において甲に支払われ

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ）

備考

経営管理権 木材の販売による収益から伐採等 乙が甲にＤを

見込 経営管理権 の存続期間 経営管理権に基づ に要する経費を控除してなお利益 支払うべき時

番号 所　　　　　　在 地番 面積 林小班 地目 面積 期、相手方及

ha ha 樹種 林齢 （Ｂ）

経　営　管　理　権　集　積　計　画

 経営管理権の設定を受ける市町村

整　　理 R5馬の足
第6号

 （乙）

番　　号  経営管理権を設定する森林の森林

 所有者（甲）

1/2



ロ

ロ

この計画に同意する

　　権利の設定を受ける市町村　（乙） 住　　　　　所　（同上） 登米市長　　熊谷　盛廣

　　権利を設定する森林の森林所有者　（甲） 住　　　　　所　（同上）

（記載注意） ( １ )

( ２ )

( ３ )

( ４ )

( ５ )

　載すること。

（Ａ）欄の「現況樹種」及び「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は（　）書きで下段に２段書きにすること。

（Ｂ）欄は、「〇年」又は「○○年○○月○○日まで」と記載すること。

この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合は、別葉とすること。

共有者不明又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が変更となった場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者

　 の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

（Ａ）欄の「面積」は林地台帳に記載された地番ごとの面積を記載することとし、林地台帳に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、実測面積を（　）書きで下段に２段書きにする。なお、当該経

　営管理権集積計画の対象森林の場所を示す図面を添付することとし、１筆の一部について経営管理権が設定される場合には当該部分を特定することのできる図面を添付するとともに、備考欄にその旨を記

0.703.2278

〃

土地の所有権

2 東和町米川字馬ノ足 90 24-1 〃 0.32 〃 43

山林 0.38 スギ 501 東和町米川字馬ノ足
99 3.2278

90 8-2

備考

ha ha 樹種 林齢

見込面積 現況 現況
住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類番号 所　　　　　　在 地番

面積
林小班 地目

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ） 経営管理を設定する森林の甲以外の権原者（Ｅ）

2/2





１　個別事項

（名称） （所在地）

登米市長 熊谷　盛廣 宮城県登米市迫町佐沼字中江２丁目６番地１

（氏名又は名称） （住所又は所在地）

ロ

ロ

ロ

ロ

ロ

3.065.9234

及川　豊彦

小野寺　寛一

及川　啓友

  　 〃

佐藤　久雄

及川　剛志

　   〃

須藤　養次

　 〃

藤原　和夫

頼光寺

0.08 〃 85

佐藤　久雄

公告の日から 2034/3/31 〃5 東和町米川字馬ノ足 90 41 〃

90 40 〃 0.41 〃 88 公告の日から 2034/3/31 〃

　　 〃

　　 〃

　　 〃

3 東和町米川字馬ノ足 90 39 〃 0.14 〃 78 公告の日から

〃 2.29 〃 52 公告の日から 2034/3/31

・乙は存続期間中に間
伐を1回以上実施する
事により林内環境整備
を図るものとする。
なお、施業の実施にあ
たっては渓畔や沢筋
における不必要な伐
採は控え、生物多様
性に配慮するものとす
る。

・経営管理権に基づき乙が実施する
間伐の結果生じた木材の販売の収
益は乙のものとする。
・乙が経営管理を行うために要した
経費は乙が負担するものとする。た
だし、森林保険を付保する場合にお
ける保険料は除くものとする。

・乙から甲に対し
て金銭の支払い
は行わない。

佐藤　訓二

2 東和町米川字馬ノ足

115 2.9816

90 38

山林 0.14 スギ 100 公告の日から 2034/3/311 東和町米川字馬ノ足 100 2.9418 90 15-1

2034/3/31 〃 　　 〃

4 東和町米川字馬ノ足

管理の内容（Ｃ） るべき金額（Ｄ）の額の算定方法 び方法

現況 現況 の開始 （終期） いて行われる経営 がある場合において甲に支払われ

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ）

備考

経営管理権 木材の販売による収益から伐採等 乙が甲にＤを

見込 経営管理権 の存続期間 経営管理権に基づ に要する経費を控除してなお利益 支払うべき時

番号 所　　　　　　在 地番 面積 林小班 地目 面積 期、相手方及

ha ha 樹種 林齢 （Ｂ）

経　営　管　理　権　集　積　計　画

 経営管理権の設定を受ける市町村

整　　理 R5馬の足
第7号

 （乙）

番　　号  経営管理権を設定する森林の森林

 所有者（甲）

1/2



ロ

ロ

ロ

ロ

ロ

この計画に同意する

　　権利の設定を受ける市町村　（乙） 住　　　　　所　（同上） 登米市長　　熊谷　盛廣

　　権利を設定する森林の森林所有者　（甲） 住　　　　　所　（同上）

（記載注意） ( １ )

( ２ )

( ３ )

( ４ )

( ５ )

　営管理権集積計画の対象森林の場所を示す図面を添付することとし、１筆の一部について経営管理権が設定される場合には当該部分を特定することのできる図面を添付するとともに、備考欄にその旨を記

　載すること。

（Ａ）欄の「現況樹種」及び「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は（　）書きで下段に２段書きにすること。

（Ｂ）欄は、「〇年」又は「○○年○○月○○日まで」と記載すること。

この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合は、別葉とすること。

共有者不明又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が変更となった場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者

　 の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

（Ａ）欄の「面積」は林地台帳に記載された地番ごとの面積を記載することとし、林地台帳に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、実測面積を（　）書きで下段に２段書きにする。なお、当該経

3.065.9234

〃 855 東和町米川字馬ノ足 90 41 〃 0.08

〃 884 東和町米川字馬ノ足 90 40 〃 0.41

〃 783 東和町米川字馬ノ足 90 39 〃 0.14

〃 522 東和町米川字馬ノ足

115 2.9816

90 38 〃 2.29

山林 0.14 スギ 1001 東和町米川字馬ノ足 100 2.9418 90 15-1

備考

ha ha 樹種 林齢

見込面積 現況 現況
住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類番号 所　　　　　　在 地番

面積
林小班 地目

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ） 経営管理を設定する森林の甲以外の権原者（Ｅ）

2/2





１　個別事項

（名称） （所在地）

登米市長 熊谷　盛廣 宮城県登米市迫町佐沼字中江２丁目６番地１

（氏名又は名称） （住所又は所在地）

ロ

0.231.7333

及川　豊彦

小野寺　寛一

  　 〃

及川　啓友

佐藤　久雄

及川　剛志

　   〃

須藤　養次

　 〃

藤原　和夫

頼光寺

　　 〃

　　 〃

　　 〃

佐藤　久雄

　　 〃

・乙は存続期間中に間
伐を1回以上実施する
事により林内環境整備
を図るものとする。
なお、施業の実施にあ
たっては渓畔や沢筋
における不必要な伐
採は控え、生物多様
性に配慮するものとす
る。

・経営管理権に基づき乙が実施する
間伐の結果生じた木材の販売の収
益は乙のものとする。
・乙が経営管理を行うために要した
経費は乙が負担するものとする。た
だし、森林保険を付保する場合にお
ける保険料は除くものとする。

・乙から甲に対し
て金銭の支払い
は行わない。

佐藤　訓二山林 0.23 スギ 61 公告の日から 2034/3/311 東和町米川字馬ノ足 107 1.7333 90 16

管理の内容（Ｃ） るべき金額（Ｄ）の額の算定方法 び方法

現況 現況 の開始 （終期） いて行われる経営 がある場合において甲に支払われ

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ）

備考

経営管理権 木材の販売による収益から伐採等 乙が甲にＤを

見込 経営管理権 の存続期間 経営管理権に基づ に要する経費を控除してなお利益 支払うべき時

番号 所　　　　　　在 地番 面積 林小班 地目 面積 期、相手方及

ha ha 樹種 林齢 （Ｂ）

経　営　管　理　権　集　積　計　画

 経営管理権の設定を受ける市町村

整　　理 R5馬の足
第8号

 （乙）

番　　号  経営管理権を設定する森林の森林

 所有者（甲）

1/2



ロ

この計画に同意する

　　権利の設定を受ける市町村　（乙） 住　　　　　所　（同上） 登米市長　　熊谷　盛廣

　　権利を設定する森林の森林所有者　（甲） 住　　　　　所　（同上）

（記載注意） ( １ )

( ２ )

( ３ )

( ４ )

( ５ )

　載すること。

（Ａ）欄の「現況樹種」及び「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は（　）書きで下段に２段書きにすること。

（Ｂ）欄は、「〇年」又は「○○年○○月○○日まで」と記載すること。

この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合は、別葉とすること。

共有者不明又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が変更となった場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者

　 の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

（Ａ）欄の「面積」は林地台帳に記載された地番ごとの面積を記載することとし、林地台帳に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、実測面積を（　）書きで下段に２段書きにする。なお、当該経

　営管理権集積計画の対象森林の場所を示す図面を添付することとし、１筆の一部について経営管理権が設定される場合には当該部分を特定することのできる図面を添付するとともに、備考欄にその旨を記

0.231.7333

土地の所有権山林 0.23 スギ 61 宮城県登米市東和町米川字城ノ内37 及川　忠紀1 東和町米川字馬ノ足 107 1.7333 90 16

備考

ha ha 樹種 林齢

見込面積 現況 現況
住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類番号 所　　　　　　在 地番

面積
林小班 地目

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ） 経営管理を設定する森林の甲以外の権原者（Ｅ）
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１　個別事項

（名称） （所在地）

登米市長 熊谷　盛廣 宮城県登米市迫町佐沼字中江２丁目６番地１

（氏名又は名称） （住所又は所在地）

ハ

ハ

ハ

0.643.3979

  　　 〃

及川　豊彦

小野寺　寛一

  　 〃

及川　啓友

佐藤　久雄

及川　剛志

須藤　養次

　   〃

　 〃

藤原　和夫

頼光寺

　　 〃

0.06 〃 42 公告の日から

　　 〃

　　 〃

佐藤　久雄

3 東和町米川字馬ノ足 90 14-5 山林

・乙は存続期間中に間
伐を1回以上実施する
事により林内環境整備
を図るものとする。
なお、施業の実施にあ
たっては渓畔や沢筋
における不必要な伐
採は控え、生物多様
性に配慮するものとす
る。

・経営管理権に基づき乙が実施する
間伐の結果生じた木材の販売の収
益は乙のものとする。
・乙が経営管理を行うために要した
経費は乙が負担するものとする。た
だし、森林保険を付保する場合にお
ける保険料は除くものとする。

・乙から甲に対し
て金銭の支払い
は行わない。

佐藤　訓二

2 東和町米川字馬ノ足 90 14-4 山林 0.09

山林 0.49 スギ 42

　　 〃2034/3/31 〃

期、相手方及

ha ha 樹種 林齢 （Ｂ） 管理の内容（Ｃ） るべき金額（Ｄ）の額の算定方法 び方法

現況 現況 の開始 （終期） いて行われる経営 がある場合において甲に支払われ番号 所　　　　　　在 地番 面積 林小班 地目 面積

公告の日から 2034/3/311 東和町米川字馬ノ足 90 14-3

94 3.3979 〃 42 公告の日から 2034/3/31

経　営　管　理　権　集　積　計　画

 経営管理権の設定を受ける市町村

整　　理 R5馬の足
第9号

 （乙）

番　　号  経営管理権を設定する森林の森林

 所有者（甲）

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ）

備考

経営管理権 木材の販売による収益から伐採等 乙が甲にＤを

見込 経営管理権 の存続期間 経営管理権に基づ に要する経費を控除してなお利益 支払うべき時
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ハ

ハ

ハ

この計画に同意する

　　権利の設定を受ける市町村　（乙） 住　　　　　所　（同上） 登米市長　　熊谷　盛廣

　　権利を設定する森林の森林所有者　（甲） 住　　　　　所　（同上）

（記載注意） ( １ )

( ２ )

( ３ )

( ４ )

( ５ )

　営管理権集積計画の対象森林の場所を示す図面を添付することとし、１筆の一部について経営管理権が設定される場合には当該部分を特定することのできる図面を添付するとともに、備考欄にその旨を記

　載すること。

（Ａ）欄の「現況樹種」及び「現況林齢」は森林簿に記載された内容を記載することとし、森林簿と異なる場合は（　）書きで下段に２段書きにすること。

（Ｂ）欄は、「〇年」又は「○○年○○月○○日まで」と記載すること。

この個別事項は、経営管理権を設定する者が異なる場合は、別葉とすること。

共有者不明又は所有者不明森林に係る特例により定める場合は、特例手続により定めた旨が分かる書類を添付すること。また、森林所有者が変更となった場合は、新たな森林所有者と元の森林所有者

　 の氏名、住所が記載された書類を添付すること。

（Ａ）欄の「面積」は林地台帳に記載された地番ごとの面積を記載することとし、林地台帳に記載された面積が著しく事実と相違する場合には、実測面積を（　）書きで下段に２段書きにする。なお、当該経

0.643.3979

〃 423 東和町米川字馬ノ足 90 14-5 山林 0.06

2 東和町米川字馬ノ足 90 14-4 山林 0.09 〃 42

山林 0.49 スギ 421 東和町米川字馬ノ足 90 14-3

備考

ha ha 樹種 林齢

見込面積 現況 現況
住所又は所在地 氏名又は名称 権原の種類番号 所　　　　　　在 地番

面積
林小班 地目

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ） 経営管理を設定する森林の甲以外の権原者（Ｅ）

94 3.3979

2/2




